
加古川市障がい者基本計画、第７期加古川市障害福祉計画 

及び第３期加古川市障害児福祉計画の策定について 
 

１ 概要 

  「加古川市障がい者基本計画」は、障害者基本法第１１条第３項に定める市町村障害者計画で

あり、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

障がい者のための施策に関する基本的な計画である。 

 また、「第７期加古川市障害福祉計画及び第３期加古川市障害児福祉計画」は、障害者総合支

援法第８８条第１項に定める「市町村障害福祉計画」であり、障害福祉サービス、相談支援及び

地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画である。 
 この度、令和６年度を初年度とする「加古川市障がい者基本計画」と「第７期加古川市障害福

祉計画及び第３期加古川市障害児福祉計画」を同時に策定する。 

 

２ 計画期間 

  令和６年度から令和１１年度までの６年間 

※障害福祉計画及び障害児福祉計画については、国の基本方針を踏まえ、中間年での見直しを

実施する。 

 

３ 計画策定の体制 

 計画の策定または変更をする際は、障害者基本法３６条第４項に基づき設置された審議会その

他の合議制の機関に意見を聴くこととされていることから、本市に設置する加古川市障害者施策

推進協議会の意見を聴取し、計画を策定する。 

 

４ 計画の骨子 

  裏面のとおり 

 

５ 今後のスケジュール 

 令和５年１０月３１日   第３回障害者施策推進協議会（素案の検討） 

      １１月 上旬    パブリックコメント実施 

     １２月 下旬    第４回障害者施策推進協議会 

              （パブリックコメントの結果報告、計画案の検討） 

 令和６年 １月      第５回障害者施策推進協議会（最終案の検討） 

       ３月      計画策定

令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ ９ 日 
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